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平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

第
三
千
四
百
八
十
三
号

増

刊

①

　
　
　
　

条
　
　
　
例
（
第
十
一
号

－

第
二
十
七
号
）

○
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
…
三

○
福
岡
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
…
八

○
福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（

人　

事　

課
）
…
…
…
…
…
八

○
福
岡
県
共
助
社
会
づ
く
り
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（

社
会
活
動
推
進
課
）
…
…
…
…
…
八

○
福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例 
（
保
健
衛
生
課
）
…
…
…
…
…
八

○
福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例 

（
医
療
指
導
課
）
…
…
…
…
…
九

○
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
医
療
保
険
課
）
…
…
…
…
十
一

○
福
岡
県
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
障
害
者
福
祉
課
）
…
…
…
…
十
一

○
福
岡
県
環
境
影
響
評
価
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
自
然
環
境
課
）
…
…
…
…
十
一

○
福
岡
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
道
路
維
持
課
）
…
…
…
…
十
六

○
福
岡
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 

（
建
築
指
導
課
）
…
…
…
…
十
八

○
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
教
育
庁
教
職
員
課
）
…
…
…
…
十
九

○
福
岡
県
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
及
び
福
岡
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
教
育
庁
教
職
員
課
）
…
…
…
…
十
九

○
福
岡
県
警
察
の
組
織
及
び
定
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
警
察
本
部
警
務
課
）
…
…
…
…
十
九

○
福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
警
察
本
部
警
務
課
）
…
…
…
…
二
十

○
福
岡
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 （

警
察
本
部
生
活
保
安
課
）
…
…
…
二
十
五

○
福
岡
県
暴
力
団
排
除
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 （

警
察
本
部
組
織
犯
罪
対
策
課
）
…
…
…
二
十
七

◇
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
総
務
部
人
事
課
）

１　

福
岡
県
人
事
委
員
会
の
議
会
及
び
知
事
に
対
す
る
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
七
日
付
け
の
給
与
に

関
す
る
報
告
及
び
勧
告
に
鑑
み
、
本
県
職
員
の
自
宅
に
係
る
住
居
手
当
を
廃
止
す
る
ほ
か
、
他
県
の

状
況
を
踏
ま
え
、
獣
医
師
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び
研
究
職
員
の
級
別
標
準
職
務

の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

一　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　

二　

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
総
務
部
人
事
課
）

１　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
制
定
に
伴
い
、
口
蹄
疫
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
迅
速
か
つ
徹
底
的
な
ま
ん
延
防
止
作
業
が
義
務
付

け
ら
れ
た
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
国
家
公
務
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
対
象
業
務
及
び
支

給
額
を
踏
ま
え
、
本
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
を
見
直
す
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
総
務
部
人
事
課
）

１　

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
の
制
定
に
よ
り
薬
事
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
地
方
自
治
法
第
二

百
五
十
二
条
の
十
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
市
町

目
　
　
　
次

公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し
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村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
共
助
社
会
づ
く
り
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（

新
社
会
推
進
部
社
会
活
動
推
進
課
）

１　

福
岡
県
共
助
社
会
づ
く
り
基
金
に
基
づ
く
事
業
を
民
間
か
ら
の
寄
附
金
を
活
用
し
て
平
成
二
十
五

年
度
以
降
も
継
続
す
る
た
め
、
福
岡
県
共
助
社
会
づ
く
り
基
金
条
例
の
有
効
期
限
に
係
る
規
定
を
削

除
す
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例

（
保
健
医
療
介
護
部
保
健
衛
生
課
）

１　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
制
定
に
伴
い
、
福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

対
策
本
部
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

し
た
。

◇
福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例

（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
）

１　

口
腔
の
健
康
が
県
民
が
健
康
で
質
の
高
い
生
活
を
営
む
上
で
基
礎
的
か
つ
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
本
県
に
お
け
る
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県

の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
歯

科
口
腔
保
健
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
と
し
た
。

２　

一　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　

二　

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
保
険
課
）

１　

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
に
基
づ
く
事
業
と
し
て
、
新
た
に
広
域
化
等
支
援
方

針
に
定
め
る
施
策
の
実
施
を
す
る
こ
と
等
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

（
福
祉
労
働
部
障
害
者
福
祉
課
）

１　

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係

法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
の
制
定
に
よ
る
障

害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
環
境
影
響
評
価
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
環
境
部
自
然
環
境
課
）

１　

環
境
影
響
評
価
法
の
施
行
後
の
状
況
の
変
化
及
び
そ
の
施
行
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
課
題
等

に
対
応
す
る
観
点
か
ら
、
同
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
事
業
の
計
画
の
立
案
段
階

に
お
け
る
環
境
の
保
全
の
た
め
に
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
の
検
討
の
手
続
を
創
設
す
る
と
と
も

に
、
既
存
の
手
続
を
見
直
す
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

一　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　

二　

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
）

１　

道
路
法
施
行
令
及
び
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
制
定
に
よ
る
道

路
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
太
陽
光
発
電
設
備
等
の
占
用
料
を
定
め
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定

の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

（
建
築
都
市
部
建
築
指
導
課
）

１　

福
岡
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
基
金
に
基
づ
く
事
業
を
終
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、
福
岡
県
福
祉
の
ま

ち
づ
く
り
基
金
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
教
育
庁
教
職
員
課
）

１　

福
岡
県
人
事
委
員
会
の
議
会
及
び
知
事
に
対
す
る
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
七
日
付
け
の
給
与
に

関
す
る
報
告
及
び
勧
告
に
鑑
み
、
本
県
公
立
学
校
職
員
の
自
宅
に
係
る
住
居
手
当
を
廃
止
す
る
こ
と

と
し
た
。
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２　

一　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　

二　

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
及
び
福
岡
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

（
教
育
庁
教
職
員
課
）

１　

県
立
学
校
及
び
市
町
村
立
学
校
の
教
育
内
容
の
充
実
、
児
童
生
徒
数
の
変
動
等
に
伴
い
、
当
該
学

校
の
職
員
の
定
数
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
警
察
の
組
織
及
び
定
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
警
察
本
部
警
務
課
）

１　

警
察
法
施
行
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
地
方
警
察
職
員
た
る
警
察
官
の
都
道
府
県
警
察
ご
と
の
定
員

の
基
準
が
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
本
県
警
察
官
の
定
員
及
び
階
級
別
定
員
を
改
め
る
こ
と
と
し

た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
警
察
本
部
警
務
課
）

１　

福
岡
県
人
事
委
員
会
の
議
会
及
び
知
事
に
対
す
る
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
七
日
付
け
の
給
与
に

関
す
る
報
告
及
び
勧
告
に
鑑
み
、
本
県
警
察
職
員
の
自
宅
に
係
る
住
居
手
当
を
廃
止
す
る
ほ
か
、
他

県
の
状
況
を
踏
ま
え
、
研
究
職
員
の
級
別
標
準
職
務
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

一　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　

二　

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
警
察
本
部
生
活
保
安
課
）

１　

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の

制
定
に
よ
り
、
遊
技
機
の
認
定
等
に
関
す
る
手
数
料
の
標
準
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
こ
れ
ら

の
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
暴
力
団
排
除
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
警
察
本
部
組
織
犯
罪
対
策
課
）

１　

暴
力
団
が
依
然
と
し
て
県
民
等
に
多
大
な
脅
威
を
与
え
て
い
る
本
県
の
現
状
に
鑑
み
、
本
県
か
ら

の
暴
力
団
の
排
除
を
一
層
推
進
す
る
た
め
、
暴
力
団
員
が
、
そ
の
縄
張
を
設
定
し
、
又
は
維
持
す
る

目
的
で
、
特
定
の
事
業
者
等
に
対
し
、
一
定
の
行
為
を
し
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
な
ど
、

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
の

二
第
二
項
及
び
別
表
第
一
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
及
び
第
三
号
」
を
削
り
、
「
十
年
以
内
」
の
下
に
「
、
第
三
号
に
掲
げ
る

職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
採
用
の
日
か
ら
十
五
年
以
内
」
を
加
え
る
。

　

第
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
次
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項

中
「
（
次
項
に
お
い
て
「
単
身
赴
任
手
当
受
給
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
二
項

と
し
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
又
は
第
二
項
」
及
び
「
第
三
項
又
は
」
を
削
り
、
同

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
前
各
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項

と
す
る
。

　

別
表
第
四
ホ
研
究
職
給
料
表
級
別
標
準
職
務
表
五
級
の
項
第
三
号
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
住
居
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
前
の
給
与
条
例

」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
三
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三

条
　
　
　
例
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な
っ
た
職
員
の
う
ち
、
異
動
又
は
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
附
則
第
三
項
適
用
職
員
又
は
附
則
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
附
則
別
表
研
究
職
特
例
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ

る
と
任
命
権
者
が
認
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　

（
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）

８　

附
則
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は

、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

　

（
福
岡
県
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

９　

福
岡
県
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
六
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

付
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　

（
研
究
職
特
例
給
料
表
適
用
者
の
特
例
）

　

６　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例

第
十
一
号
）
附
則
第
三
項
及
び
第
五
項
（
同
条
例
附
則
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
同
条
例
附
則
別
表
研
究
職
特
例
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
適
用
す
る

第
二
条
の
調
整
基
本
額
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
別
表
ホ
の
表
四
級
の
項

に
掲
げ
る
額
に
、
当
該
額
と
同
表
ホ
の
表
五
級
の
項
に
掲
げ
る
額
と
の
差
額
の
二
分
の
一
に
相
当

す
る
額
を
加
え
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額

）
と
す
る
。

十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
前
の
給
与
条
例
第
十

三
条
の
三
第
二
項
中
「
四
千
五
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
三
千
円
」
と
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
千
五
百
円
」
と
す
る
。

　

（
研
究
職
給
料
表
の
経
過
的
特
例
）

３　

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
改
正
前
の
給
与
条

例
別
表
第
四
ホ
研
究
職
給
料
表
級
別
標
準
職
務
表
五
級
の
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
適
用
を
受
け
て

い
た
職
員
の
う
ち
、
標
準
職
務
（
第
六
条
第
二
項
の
標
準
的
な
職
務
を
い
う
。
）
の
見
直
し
に
伴
い

切
替
日
に
お
い
て
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正

後
の
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
四
ホ
研
究
職
給
料
表
級
別
標
準
職
務
表
四
級
の
項
第
一
号
に

規
定
す
る
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
試
験
研
究
機
関
の
長
と
同
程
度
の
も
の
と
し
て
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
職
員
又
は
同
項
第
三
号
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

と
な
る
職
員
に
切
替
日
以
降
適
用
す
る
給
料
表
は
、
改
正
後
の
給
与
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
附
則
別
表
研
究
職
特
例
給
料
表
と
す
る
。

４　

前
項
の
規
定
に
よ
り
附
則
別
表
研
究
職
特
例
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
こ
の
項
か
ら

附
則
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
「
附
則
第
三
項
適
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
切
替
日
に
お
け
る
職
務
の

級
は
、
改
正
後
の
給
与
条
例
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
別
表
研
究

職
特
例
給
料
表
に
掲
げ
る
特
四
級
と
し
、
附
則
第
三
項
適
用
職
員
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給
は
、
切

替
日
の
前
日
に
お
い
て
附
則
第
三
項
適
用
職
員
が
受
け
て
い
た
号
給
と
同
じ
額
の
号
給
と
す
る
。

５　

切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
附
則
第
三
項
適
用
職
員
と
同
一
の
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ

の
専
門
性
及
び
知
識
経
験
が
附
則
第
三
項
適
用
職
員
と
同
程
度
と
任
命
権
者
が
認
め
る
場
合
は
、
そ

の
認
め
る
日
以
降
適
用
す
る
給
料
表
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
給
与
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
別
表
研
究
職
特
例
給
料
表
と
す
る
。

６　

前
項
の
規
定
に
よ
り
附
則
別
表
研
究
職
特
例
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
そ
の
適
用
を
受
け

る
日
に
お
け
る
職
務
の
級
は
、
改
正
後
の
給
与
条
例
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
附
則
別
表
研
究
職
特
例
給
料
表
に
掲
げ
る
特
四
級
と
し
、
当
該
職
員
の
当
該
日
に
お
け
る
号

給
は
、
当
該
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
職
員
が
受
け
て
い
た
号
給
と
同
じ
額
の
号
給
（
同
じ
額
の
号

給
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
額
の
直
近
上
位
の
額
の
号
給
）
と
す
る
。

７　

切
替
日
以
降
に
新
た
に
改
正
後
の
給
与
条
例
別
表
第
三
研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
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職務
の級 特４級

号　給 給料月額

円
1 444,300
2 444,600
3 445,400
4 446,200

5 446,900
6 447,600
7 448,300
8 449,000

9 449,500
10 450,200
11 450,900
12 451,600

13 452,100
14 452,800
15 453,500
16 454,200

17 454,700
18 455,300
19 455,900
20 456,500

21 457,100
22 457,800
23 458,400
24 459,000

25 459,600
26 460,300
27 461,000
28 461,700

29 462,200
30 462,900
31 463,500
32 464,100

33 464,700
34 465,400
35 466,000
36 466,600

37 467,200
38 467,900
39 468,600
40 469,300

41 469,800
42 470,500
43 471,200

附則別表（附則第３項、附則第５項関係）研究職特例給料表
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44 471,900

45 472,400
46 473,100
47 473,800
48 474,500

49 475,000
50 475,600
51 476,200
52 476,800

53 477,300
54 478,000
55 478,600
56 479,200

57 479,800
58 480,500
59 481,100
60 481,700

61 482,300
62 483,000
63 483,600
64 484,200

65 484,800
66 485,500
67 486,100
68 486,700

69 487,300
70 488,000
71 488,600
72 489,200

73 489,800
74 490,500
75 491,100
76 491,700

77 492,300
78 493,000
79 493,600
80 494,200

81 494,800
82 495,400
83 496,000
84 496,600

85 497,200
86 497,800
87 498,400
88 499,000

89 499,500
90 500,100
91 500,700
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92 501,300

93 501,800
94 502,400
95 503,000
96 503,600

97 504,100
98 504,600
99 505,100
100 505,600

101 506,100
102 506,500
103 506,900
104 507,300

105 507,700
106 508,100
107 508,500
108 508,900

109 509,300
110 509,700
111 510,100
112 510,500

113 510,900
114 511,400
115 511,800
116 512,200

117 512,600
118 513,000
119 513,400
120 513,800

121 514,100
122 514,500
123 514,900
124 515,300

125 515,500
126 515,900
127 516,300
128 516,700

129 517,000
130 517,400
131 517,700
132 518,000

133 518,300
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福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
一
三
の
項
事
務
の
欄
イ
中
「
店
舗
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
、
」
を
「
薬
局
開
設
の
許
可
を

受
け
た
者
、
店
舗
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
及
び
」
に
改
め
る
。

　

別
表
三
五
の
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。                       

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
共
助
社
会
づ
く
り
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
十
四
号

　
　
　

福
岡
県
共
助
社
会
づ
く
り
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
共
助
社
会
づ
く
り
基
金
条
例
（
平
成
二
十
三
年
福
岡
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
十
五
号

　
　
　

福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

三
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

　

福
岡
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
十
二
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
六
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
い
い
、
特
に
必
要
あ
る
場
合
は
結
核
を
含
む
」
を
「
い
う
」
に
改
め
、

「
処
理
作
業
」
の
下
に
「
（
次
号
の
作
業
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し

、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

職
員
が
家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
二
条
に
規
定
す
る
家
畜
伝
染
病
（
口
蹄
疫
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
限
る
。
）
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
に
行

う
家
畜
の
と
殺
、
家
畜
の
死
体
の
焼
却
若
し
く
は
埋
却
又
は
畜
舎
等
の
消
毒
の
作
業
に
従
事
し
た

と
き
。

　

第
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

。
　

三　

前
項
第
三
号
の
作
業　

三
百
八
十
円
（
著
し
く
危
険
で
あ
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
作
業
に

従
事
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
百
八
十
円
に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
）

　

第
二
十
二
条
第
一
項
の
表
保
健
環
境
研
究
所
に
勤
務
す
る
職
員
の
項
中
「
第
三
条
第
一
項
第
三
号
」

を
「
第
三
条
第
一
項
第
四
号
」
に
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
」
を
「
か
ら
第
四

号
ま
で
の
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
十
三
号

三
五
の
五　

削
除 
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福
岡
県
条
例
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例

　

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
口
腔く

う

の
健
康
が
県
民
が
健
康
で
質
の
高
い
生
活
を
営
む
上
で
基
礎
的
か
つ
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
と
も
に
、
県
民
の
日
常
生
活
に
お
け
る
歯
科
疾
患
の
予
防
に
向
け
た

取
組
が
口
腔
の
健
康
の
保
持
に
極
め
て
有
効
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
福
岡
県
に
お
け
る
歯
科
疾
患
の

予
防
等
に
よ
る
口
腔
の
健
康
の
保
持
（
以
下
「
歯
科
口
腔
保
健
」
と
い
う
。
）
の
推
進
に
関
し
、
基

本
理
念
を
定
め
、
及
び
県
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す

る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を

総
合
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
県
民
保
健
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

（
基
本
理
念
）

第
二
条　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
施
策
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

県
民
が
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
日
常
生
活
に
お
い
て
歯
科
疾
患
の
予
防
に
向
け
た
取
組
を
行
う
と

と
も
に
、
歯
科
疾
患
を
早
期
に
発
見
し
、
早
期
に
治
療
を
受
け
る
こ
と
を
促
進
す
る
こ
と
。

二　

乳
幼
児
期
か
ら
高
齢
期
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
口
腔
及
び
そ
の
機
能
の
状
態
並
び

に
歯
科
疾
患
の
特
性
に
応
じ
て
、
適
切
か
つ
効
果
的
に
歯
科
口
腔
保
健
を
推
進
す
る
こ
と
。

三　

保
健
、
医
療
、
社
会
福
祉
、
労
働
衛
生
、
教
育
そ
の
他
の
分
野
に
お
け
る
関
連
施
策
の
有
機
的

な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
そ
の
関
係
者
の
協
力
を
得
て
、
総
合
的
に
歯
科
口
腔
保
健
を
推
進
す
る
こ

と
。

　

（
県
の
責
務
）

第
三
条　

県
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
国
及
び
市
町
村
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
歯
科
口

腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２　

県
は
、
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
と
の
連
携
並
び
に
歯
科
医
師
、
歯
科
衛

生
士
、
歯
科
技
工
士
そ
の
他
の
歯
科
医
療
又
は
歯
科
保
健
指
導
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
者
（
以
下

「
歯
科
医
療
等
業
務
従
事
者
」
と
い
う
。
）
並
び
に
保
健
、
医
療
（
歯
科
医
療
を
除
く
。
）
、
社
会

福
祉
、
労
働
衛
生
、
教
育
そ
の
他
の
分
野
に
お
け
る
関
連
業
務
に
従
事
す
る
者
及
び
こ
れ
ら
の
業
務

を
行
う
団
体
（
以
下
「
保
健
等
業
務
従
事
者
等
」
と
い
う
。
）
と
の
協
力
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

県
は
、
市
町
村
、
事
業
者
及
び
医
療
保
険
者
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

ン
ザ
等
対
策
本
部
（
以
下
「
対
策
本
部
」
と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る

。

　

（
組
織
）

第
二
条　

福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
は
、
対
策

本
部
の
事
務
を
総
括
す
る
。

２　

福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
副
本
部
長
（
以
下
「
副
本
部
長
」
と
い
う
。
）
は
、
本
部

長
を
助
け
、
対
策
本
部
の
事
務
を
整
理
す
る
。

３　

福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
員
（
以
下
「
本
部
員
」
と
い
う
。
）
は
、
本
部
長
の

命
を
受
け
、
対
策
本
部
の
事
務
に
従
事
す
る
。

４　

対
策
本
部
に
本
部
長
、
副
本
部
長
及
び
本
部
員
の
ほ
か
、
必
要
な
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

５　

前
項
の
職
員
は
、
県
の
職
員
の
う
ち
か
ら
知
事
が
任
命
す
る
。

　

（
会
議
）

第
三
条　

本
部
長
は
、
対
策
本
部
に
お
け
る
情
報
交
換
及
び
連
絡
調
整
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
必
要
に

応
じ
、
対
策
本
部
の
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
を
招
集
す
る
。

２　

本
部
長
は
、
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
の
職
員
そ
の
他
県
の
職
員
以
外
の
者

を
会
議
に
出
席
さ
せ
た
と
き
は
、
当
該
出
席
者
に
対
し
、
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
部
）

第
四
条　

本
部
長
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
対
策
本
部
に
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２　

部
に
属
す
べ
き
本
部
員
は
、
本
部
長
が
指
名
す
る
。

３　

部
に
部
長
を
置
き
、
本
部
長
の
指
名
す
る
本
部
員
が
こ
れ
に
当
た
る
。

４　

部
長
は
、
部
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

　

（
雑
則
）

第
五
条　

前
各
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
対
策
本
部
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
本
部
長
が
定
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
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防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項

四　

高
齢
期
に
お
け
る
摂
食
嚥え
ん

下
障
害
の
予
防
そ
の
他
の
口
腔
機
能
の
維
持
向
上
を
図
る
た
め
に
必

要
な
事
項

　

五　

妊
産
婦
で
あ
る
期
間
に
お
け
る
健
全
な
口
腔
状
態
の
維
持
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項

六　

県
民
が
定
期
的
に
歯
科
検
診
を
受
け
、
及
び
必
要
に
応
じ
て
歯
科
保
健
指
導
を
受
け
る
こ
と
の

勧
奨
そ
の
他
の
必
要
な
事
項

七　

障
害
者
、
介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
等
が
、
定
期
的
に
歯
科
検
診
を
受
け
、
及
び
必
要
に
応

じ
て
歯
科
保
健
指
導
又
は
歯
科
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

　

八　

歯
科
口
腔
保
健
を
担
う
人
材
の
確
保
及
び
そ
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

　

九　

離
島
及
び
へ
き
地
に
お
け
る
歯
科
口
腔
保
健
の
提
供
体
制
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

　

十　

災
害
時
に
お
け
る
歯
科
口
腔
保
健
の
提
供
体
制
の
整
備
等
に
必
要
な
事
項

十
一　

歯
科
口
腔
保
健
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
並
び
に
そ
の
成
果
の
活
用
の
促
進
の
た
め

に
必
要
な
事
項

　

十
二　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
歯
科
口
腔
保
健
を
推
進
す
る
た
め
必
要
な
事
項

　

（
歯
科
口
腔
保
健
推
進
計
画
の
策
定
）

第
七
条　

知
事
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
的
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
歯
科
口

腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
計
画
と
し
て
、
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
歯
科
口
腔
保
健
推
進
計
画
」
と

い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

知
事
は
、
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に
歯
科
口
腔
保
健
推
進
計
画
を
見
直
す
も
の
と
す
る
。

３　

知
事
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
歯
科
口
腔
保
健
推
進
計
画
を
策
定
し
、
又
は
見
直
し
た
と
き
は

、
こ
れ
を
県
民
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
啓
発
週
間
）

第
八
条　

県
は
、
県
民
が
歯
科
口
腔
保
健
に
つ
い
て
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
積
極
的
に

歯
科
口
腔
保
健
に
関
す
る
取
組
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
歯
科
口
腔
保
健
啓
発
週

間
を
設
け
る
。

　

（
財
政
上
の
措
置
等
）

第
九
条　

県
は
、
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置

そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
者
を
い
う
。
）
が
行
う
歯
科
口
腔
保
健
に
関
す
る
取
組
を
効

果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
歯
科
医
療
等
業
務
従
事
者
等
の
責
務
）

第
四
条　

歯
科
医
療
等
業
務
従
事
者
は
、
歯
科
口
腔
保
健
に
資
す
る
よ
う
、
保
健
等
業
務
従
事
者
等
と

の
緊
密
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
適
切
に
そ
の
業
務
を
行
う
と
と
も
に
、
県
が
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進

に
関
し
て
講
ず
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

保
健
等
業
務
従
事
者
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
に
お
い
て
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
努
め
る
と
と

も
に
、
そ
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
国
及
び
市
町
村
と
協
力
し
、
歯
科
医
療
等
業
務
従
事
者
と
連
携

し
、
並
び
に
県
が
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
し
て
講
ず
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

３　

事
業
者
は
、
そ
の
使
用
す
る
労
働
者
に
対
す
る
歯
科
に
係
る
検
診
（
以
下
「
歯
科
検
診
」
と
い
う

。
）
及
び
歯
科
保
健
指
導
の
機
会
の
確
保
そ
の
他
の
歯
科
口
腔
保
健
に
関
す
る
取
組
を
推
進
す
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４　

医
療
保
険
者
は
、
被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
に
対
す
る
歯
科
検
診
及
び
歯
科
保
健
指
導
の
機

会
の
確
保
そ
の
他
の
歯
科
口
腔
保
健
に
関
す
る
取
組
を
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
県
民
の
責
務
）

第
五
条　

県
民
は
、
歯
科
口
腔
保
健
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
日
常
生
活
に

お
い
て
自
ら
歯
科
疾
患
の
予
防
に
向
け
た
取
組
を
行
う
と
と
も
に
、
定
期
的
に
歯
科
検
診
を
受
け
、

及
び
必
要
に
応
じ
て
歯
科
保
健
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
歯
科
口
腔
保
健
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。

　

（
基
本
的
施
策
の
実
施
）

第
六
条　

県
は
、
歯
科
口
腔
保
健
を
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
施
策
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
実

施
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

歯
科
口
腔
保
健
に
関
す
る
知
識
及
び
歯
科
疾
患
の
予
防
に
向
け
た
取
組
に
関
す
る
普
及
啓
発
そ

の
他
の
歯
科
口
腔
保
健
に
関
す
る
県
民
の
意
識
を
高
め
る
た
め
の
運
動
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要

な
事
項

二　

生
涯
に
わ
た
っ
て
科
学
的
根
拠
に
基
づ
き
行
う
む
し
歯
予
防
そ
の
他
の
健
全
な
口
腔
状
態
の
向

上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項

三　

成
人
期
に
お
け
る
糖
尿
病
等
の
生
活
習
慣
病
に
関
連
し
た
歯
周
疾
患
そ
の
他
の
歯
周
疾
患
の
予



第３４８３号 増刊①福 岡 県 公 報平成 25 年３月 29 日　金曜日11

福
岡
県
条
例
第
十
八
号

福
岡
県
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二

十
四
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
環
境
影
響
評
価
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
環
境
影
響
評
価
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

目
次
中

「
第
一
節　

環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
作
成
等
（
第
八
条
―
第
十
三
条
）　
　

」
を

「
第
一
節　

計
画
段
階
環
境
配
慮
書
の
作
成
等
（
第
七
条
の
二
―
第
七
条
の
七
）

　

第
一
節
の
二　

環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
作
成
等
（
第
八
条
―
第
十
三
条
）
」
に
、
「
第
四
十

九
条
」
を
「
第
五
十
条
」
に
改
め
る
。

　

第
二
章
中
第
一
節
を
第
一
節
の
二
と
し
、
同
章
に
第
一
節
と
し
て
次
の
一
節
を
加
え
る
。

　
　
　
　

第
一
節　

計
画
段
階
環
境
配
慮
書
の
作
成
等

　

（
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
つ
い
て
の
検
討
）

第
七
条
の
二　

配
慮
書
対
象
事
業
（
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
事

業
の
う
ち
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
事
業
及
び
法
第
三
条
の
十
第
一
項
（
法
第
三
十
八

条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
が

な
さ
れ
た
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
第
二
種
事
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
策
定
さ
れ
て
い
る
福
岡
県
に
お
け
る
歯
科
口
腔
保
健
に
係
る
対
策
の

根
幹
を
な
す
計
画
は
、
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
歯
科
口
腔
保
健
推
進
計
画
と
み

な
す
。

　

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
（
平
成
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
六
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
国
民
健
康
保
険
事
業
」
を
「
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号

）
第
六
十
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
広
域
化
等
支
援
方
針
の
作
成
、
広
域
化
等
支
援
方
針
に
定
め

る
施
策
の
実
施
そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
」
に
改
め
、
「
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
」
を
削
る
。

　

第
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

広
域
化
等
支
援
方
針
の
作
成
事
業
又
は
広
域
化
等
支
援
方
針
に
定
め
る
施
策
の
実
施
事
業

　

第
七
条
中
「
三
箇
年
度
」
を
「
五
箇
年
度
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
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（
配
慮
書
対
象
事
業
の
廃
止
等
）

第
七
条
の
七　

第
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
っ
た
配
慮
書
事
業
者
（
第
十
条
又
は
法
第
七
条

の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
者
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

っ
た
場
合
に
は
、
知
事
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

配
慮
書
対
象
事
業
を
実
施
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
。

二　

第
七
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
修
正
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
修
正
後
の
事
業
が
配
慮

書
対
象
事
業
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

　

三　

配
慮
書
対
象
事
業
の
実
施
を
他
の
者
に
引
き
継
い
だ
と
き
。

２　

前
項
第
三
号
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
引
継
ぎ
後
の
事
業
が
配
慮
書
対
象
事
業
で
あ
る
と
き
は
、

同
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
の
日
以
前
に
当
該
引
継
ぎ
前
の
配
慮
書
事
業
者
が
行
っ
た
計
画
段
階
配
慮

事
項
に
つ
い
て
の
検
討
そ
の
他
の
手
続
は
新
た
に
配
慮
書
事
業
者
と
な
っ
た
者
が
行
っ
た
も
の
と
み

な
し
、
当
該
引
継
ぎ
前
の
配
慮
書
事
業
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
つ
い
て
の
検

討
そ
の
他
の
手
続
は
新
た
に
配
慮
書
事
業
者
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

　

第
八
条
中
「
当
該
事
業
」
を
「
配
慮
書
の
内
容
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
第
七
条
の
五
の
意
見
が
述

べ
ら
れ
た
と
き
は
こ
れ
を
考
慮
し
て
、
第
七
条
の
二
の
配
慮
書
対
象
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
そ

の
他
の
技
術
指
針
で
定
め
る
事
項
を
決
定
し
、
対
象
事
業
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
号
を
第
九
号
と
し

、
第
五
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

五　

第
七
条
の
三
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

　

六　

第
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
知
事
の
意
見

　

七　

前
号
の
意
見
に
つ
い
て
の
事
業
者
の
見
解

　

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

事
業
者
が
法
第
三
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
法
第
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
配
慮
書
を
作
成
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
配
慮

書
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
条
の
三
第
一
項
の
配
慮
書
の
」
と
、
「
第
七
条
の
五
の
意
見
」
と
あ

る
の
は
「
法
第
三
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
意
見
」
と
、
「
第
七
条
の
二
の
配
慮
書
対
象

事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
そ
の
他
の
技
術
指
針
で
定
め
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
条
の

二
第
一
項
の
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
」
と
、
同
項
第
五

号
中
「
第
七
条
の
三
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
条
の
三
第
一
項
第
四
号
」
と
、
同
項
第
六
号

以
下
同
じ
。
）
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
（
委
託
に
係
る
配
慮
書
対
象
事
業
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
委

託
を
し
よ
う
と
す
る
者
。
以
下
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
配
慮
書
対
象
事
業
に
係
る
計

画
の
立
案
の
段
階
に
お
い
て
、
当
該
配
慮
書
対
象
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
そ
の
他
の
技
術
指

針
で
定
め
る
事
項
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
技
術
指
針
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
又
は
二

以
上
の
当
該
配
慮
書
対
象
事
業
の
実
施
が
想
定
さ
れ
る
区
域
（
以
下
「
事
業
実
施
想
定
区
域
」
と
い

う
。
）
に
お
け
る
当
該
配
慮
書
対
象
事
業
に
係
る
環
境
の
保
全
の
た
め
に
配
慮
す
べ
き
事
項
（
以
下

「
計
画
段
階
配
慮
事
項
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
配
慮
書
の
作
成
）

第
七
条
の
三　

配
慮
書
事
業
者
は
、
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
た
結
果
に
つ
い
て

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
計
画
段
階
環
境
配
慮
書
（
以
下
「
配
慮
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

配
慮
書
事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

　

二　

配
慮
書
対
象
事
業
の
種
類
、
目
的
及
び
内
容

　

三　

事
業
実
施
想
定
区
域
及
び
そ
の
周
囲
の
概
況

　

四　

計
画
段
階
配
慮
事
項
ご
と
に
調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
結
果
を
と
り
ま
と
め
た
も
の

　

五　

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項

　

（
配
慮
書
の
送
付
等
）

第
七
条
の
四　

配
慮
書
事
業
者
は
、
配
慮
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
知
事
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
配
慮
書
及
び
こ
れ
を
要
約
し
た
書
類
を
公

表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
配
慮
書
に
つ
い
て
の
知
事
の
意
見
）

第
七
条
の
五　

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
、
規
則
で
定
め

る
期
間
内
に
、
配
慮
書
事
業
者
に
対
し
、
配
慮
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
書

面
に
よ
り
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
配
慮
書
に
つ
い
て
の
意
見
の
聴
取
）

第
七
条
の
六　

配
慮
書
事
業
者
は
、
技
術
指
針
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
配
慮
書
の
案
又
は
配
慮
書

に
つ
い
て
関
係
す
る
市
町
村
の
長
及
び
一
般
の
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
求
め
る
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
市
町
村
の
長
」
を
「
知
事
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
前
条
の
書
類
の
送
付

を
受
け
た
市
町
村
の
長
は
」
を
「
知
事
は
、
前
条
の
書
類
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
」
に
改
め
、
同
条

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
期
間
を
指
定
し
て
、
調
査
計
画
書
に
つ
い
て
前
条
に
規
定
す

る
市
町
村
の
長
の
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
市
町
村
の
長
の
意
見
を
考
慮
す

る
と
と
も
に
、
前
条
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
意
見
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、
「
市
町
村
の
長
」
を
「
知
事
」
に
、
「
第
八
条
第

五
号
」
を
「
第
八
条
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
第
一
号
中
「
第
八
条
第
一
号
」
を
「
第
八
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
市
町
村
の
長
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
八
条
中
「
供
し
な
け
れ
ば
」
を
「
供
す
る
と
と
も
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
評
価
書
案
説
明
会
の
開
催
等
）

第
十
九
条　

事
業
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
の
縦
覧
期
間
内
に
、
関
係
地
域
内
に

お
い
て
、
評
価
書
案
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
の
説
明
会
（
以
下
「
評
価
書
案
説
明
会
」
と
い
う
。
）

を
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
関
係
地
域
内
に
評
価
書
案
説
明
会
を
開
催

す
る
適
当
な
場
所
が
な
い
と
き
は
、
関
係
地
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

第
十
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
者
が
評
価
書
案
説

明
会
を
開
催
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
第
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
関
係
市
町
村
長
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
調
査
計

画
書
」
と
あ
る
の
は
「
評
価
書
案
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
八
条
第
三
号
」
を
「
第
八
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
中
「
第
八
条
第
一
号
」
を
「
第
八
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
公
聴
会
の
開
催
）

中
「
第
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
条
の
六
の
規
定
に
よ

り
述
べ
ら
れ
た
主
務
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

第
九
条
の
見
出
し
中
「
送
付
」
を
「
送
付
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
第
四
号
」
を
「
前

条
第
一
項
第
四
号
」
に
、
「
こ
れ
」
を
「
調
査
計
画
書
及
び
こ
れ
を
要
約
し
た
書
類
（
次
項
及
び
次
条

に
お
い
て
「
要
約
書
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
調
査
計
画
書
」
の
下
に
「
及
び
要

約
書
」
を
加
え
る
。

　

第
十
条
中
「
に
お
い
て
、
調
査
計
画
書
」
の
下
に
「
及
び
要
約
書
」
を
加
え
、
「
供
し
な
け
れ
ば
」

を
「
供
す
る
と
と
も
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
調
査
計
画
書
説
明
会
の
開
催
等
）

第
十
条
の
二　

事
業
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
に
規
定
す
る
縦
覧
期
間
内
に
、
第

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
、
調
査
計
画
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
の
説

明
会
（
以
下
「
調
査
計
画
書
説
明
会
」
と
い
う
。
）
を
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
区
域
内
に
調
査
計
画
書
説
明
会
を
開
催
す
る
適
当
な
場
所
が
な
い
と
き
は
、
当
該
区

域
以
外
の
区
域
に
お
い
て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

事
業
者
は
、
調
査
計
画
書
説
明
会
を
開
催
す
る
と
き
は
、
そ
の
開
催
の
日
時
及
び
場
所
を
定
め
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
を
調
査
計
画
書
説
明
会
を
開
催
す
る
日
の
一
週
間
前
ま
で

に
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

事
業
者
は
、
調
査
計
画
書
説
明
会
の
開
催
の
日
時
及
び
場
所
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
九

条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
長
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

４　

事
業
者
は
、
調
査
計
画
書
説
明
会
の
開
催
に
当
た
っ
て
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
調
査

計
画
書
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
を
配
布
す
る
と
と
も
に
、
調
査
計
画
書
の
内
容
の
具
体
的
な
説
明

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

事
業
者
は
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
よ
り

、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
調
査
計
画
書
説
明
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
当
該
説
明
会
を
開
催
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

　

第
十
一
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
中
「
経
過
し
た
後
」
の
下
に
「
、
知
事
」
を
加
え
る
。
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第
三
十
九
条
の
見
出
し
中
「
定
め
ら
れ
る
」
の
下
に
「
配
慮
書
対
象
事
業
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第

二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
「
場
合
に
お
い
て
、
」
の
下
に
「
配
慮
書
事
業
者
及
び
」

を
加
え
、
「
応
じ
る
」
を
「
応
ず
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
市
街
地
開
発
事
業
と
し
て
同
法

」
を
「
市
街
地
開
発
事
業
と
し
て
都
市
計
画
法
」
に
改
め
、
「
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、

「
当
該
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
を
す
る
者
（
以
下
「
都
市
計
画
決
定
権
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「

都
市
計
画
決
定
権
者
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加

え
る
。配

慮
書
対
象
事
業
が
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る

市
街
地
開
発
事
業
（
以
下
「
市
街
地
開
発
事
業
」
と
い
う
。
）
と
し
て
同
法
の
規
定
に
よ
り
都
市
計

画
に
定
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
配
慮
書
対
象
事
業
又
は
配
慮
書
対
象
事
業
に
係
る
施
設
が
同

条
第
五
項
に
規
定
す
る
都
市
施
設
（
以
下
「
都
市
施
設
」
と
い
う
。
）
と
し
て
同
法
の
規
定
に
よ
り

都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
都
市
施
設
に
係
る
配
慮
書
対
象
事
業
に
つ
い
て
は
、

第
七
条
の
二
か
ら
第
七
条
の
七
ま
で
の
規
定
に
よ
り
行
う
べ
き
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
つ
い
て
の
検

討
そ
の
他
の
手
続
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
を
す
る

者
（
以
下
「
都
市
計
画
決
定
権
者
」
と
い
う
。
）
が
、
配
慮
書
事
業
者
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
の
七
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。

　

第
四
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
知
事
が
配
慮
書
事
業
者
及
び
事
業
者
で
あ
る
場
合
の
読
替
え
）

第
四
十
一
条　

知
事
が
配
慮
書
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
七
条
の
四
、
第
七
条
の
五
、
第

七
条
の
七
及
び
第
四
十
三
条
中
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
配
慮
書
対
象
事
業
を
実
施
し
よ

う
と
す
る
部
局
の
長
」
と
、
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
環
境
部
長
」
と
す
る
。

２　

知
事
が
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
九
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
七
条
、
第

二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
五
条
及
び
第
四
十
三
条
中
「
事
業
者
」
と
あ
る

の
は
「
事
業
実
施
部
局
の
長
」
と
、
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
環
境
部
長
」
と
す
る
。

　

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
九
条
第
一
項
」
の
下
に
「
に
規
定
す
る
配
慮
書
対
象
事
業
又
は
同

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
七
条
の
五
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は

第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
法
第
四
条
第
二
項
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
十

第
二
十
四
条
の
二　

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
受
け
た
後
、
評
価
書
に
つ
い
て
環
境
の
保

全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
開

催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
聴
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
規
則
で
定
め
る
。

　

第
二
十
五
条
中
「
前
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
公
聴
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
に
留
意

す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
八
条
第
三
号

」
を
「
第
八
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
八
条
第
一
号
」
を
「
第
八
条
第
一
項

第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
七
条
中
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
供
し
な
け
れ
ば
」
を
「
供
す

る
と
と
も
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公

表
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
八
条
第
三
号
」
を
「
第
八
条
第
一
項
第
三
号

」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
三
号
」
を
「
第
八
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
」
の
下
に
「
前
条
中
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
」
の
下
に
「
第
二
十
九
条
第
二
項
中
」
を
加
え
る

。
　

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
提
出
す
る
と
と
も
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
公
表
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
中
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
八
条
の
見
出
し
中
「
二
以
上
の
」
の
下
に
「
配
慮
書
対
象
事
業
及
び
」
を
加
え
、
同
条
中
「

こ
れ
ら
の
対
象
事
業
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て

次
の
一
項
を
加
え
る
。

一
又
は
二
以
上
の
配
慮
書
事
業
者
が
相
互
に
関
連
す
る
二
以
上
の
配
慮
書
対
象
事
業
を
実
施
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
配
慮
書
事
業
者
は
、
こ
れ
ら
の
配
慮
書
対
象
事
業
に
係
る
手
続
等
を
併
せ

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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二　

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
計
画
書
が
送
付
さ
れ

た
者
が
長
で
あ
る
市
町
村
又
は
第
十
七
条
に
規
定
す
る
市
町
村
で
本
県
に
属
し
な
い
も
の
が
あ
る

場
合　

こ
れ
ら
の
市
町
村
の
長
又
は
こ
れ
ら
の
市
町
村
の
属
す
る
県
の
知
事

　

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
事
業
者
は
、
第
八
条
」
を
「
配
慮
書
事
業
者
又
は
事
業
者
は
、
第
七
条
の

三
に
規
定
す
る
配
慮
書
、
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
調
査
計
画
書
の
作
成
」
を
「
調
査
計
画
書
」
に
、

「
評
価
書
案
の
作
成
」
を
「
評
価
書
案
」
に
、
「
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
定
で
定
め
る
」
を
「

規
則
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
規
定
す
る
調
査
計
画
書
の
縦
覧
」
を
削
り
、
「
に
規

定
す
る
評
価
書
案
及
び
要
約
書
の
縦
覧
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
、
「
に
規
定
す
る
評
価
書
、
要
約
書

及
び
第
二
十
五
条
の
書
面
の
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
「
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
を

削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

第
二
条　

改
正
後
の
福
岡
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
二
か
ら

第
七
条
の
七
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
改
正

前
の
福
岡
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
八
条
に
規
定
す
る
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
を
公
告
し
た
事

業
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
条　

新
条
例
第
十
条
、
第
十
八
条
又
は
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
う
公
告
及
び

縦
覧
に
係
る
新
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
（
以
下
「
調
査
計
画

書
」
と
い
う
。
）
、
新
条
例
第
十
六
条
に
規
定
す
る
環
境
影
響
評
価
書
案
（
以
下
「
評
価
書
案
」
と

い
う
。
）
又
は
新
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
環
境
影
響
評
価
書
（
以
下
「
評
価
書
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
四
条　

新
条
例
第
十
条
の
二
（
新
条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
う
公
告
及
び
縦
覧
に
係
る
調
査
計
画
書
又
は
評
価
書
案
に
つ
い
て

適
用
す
る
。

第
五
条　

新
条
例
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
評
価
書
の
公
告
及
び
縦
覧
を
行
っ
た
事
業

者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
六
条　

施
行
日
以
後
に
新
条
例
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
配
慮
書
事
業
者
と
な
る
べ
き
者
は
、
施
行

条
第
一
項
」
を
「
法
第
三
条
の
七
第
一
項
、
法
第
四
条
第
二
項
、
法
第
十
条
第
一
項
又
は
法
第
二
十
条

第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
法
対
象
事
業
に
つ
い
て
の
手
続
の
準
用
）

第
四
十
二
条
の
二　

第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
知
事
が
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見

を
述
べ
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項

中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
九
条
」
と
、
「
評
価
書
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
環
境
影
響
評
価
準
備
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２　

第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
受
け
た
法
対
象
事
業
に

つ
い
て
、
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
者
が
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
を
作
成
し

た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
事
業
者
」
と
あ
る

の
は
「
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
者
」
と
、
「
第
十
六
条
第
七
号
の
規
定
に
よ

り
対
象
事
業
に
係
る
評
価
書
に
記
載
し
た
事
後
調
査
を
適
切
に
実
施
し
た
後
、
速
や
か
に
、
そ
の
結

果
を
記
載
し
た
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か

に
、
当
該
報
告
書
」
と
、
第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
報
告
書
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

　

第
四
十
三
条
中
「
限
度
に
お
い
て
」
の
下
に
「
、
配
慮
書
事
業
者
」
を
加
え
る
。

　

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
市
町
村
が
」
の
下
に
「
配
慮
書
対
象
事
業
及
び
」
を
加
え
、
「
概
ね
」
を

「
お
お
む
ね
」
に
、
「
当
該
市
町
村
の
区
域
で
実
施
さ
れ
る
当
該
市
町
村
条
例
の
対
象
と
さ
れ
た
事
業

」
を
「
事
業
実
施
想
定
区
域
又
は
対
象
事
業
が
実
施
さ
れ
る
区
域
が
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
限
ら

れ
る
当
該
配
慮
書
対
象
事
業
又
は
対
象
事
業
で
あ
っ
て
当
該
市
町
村
条
例
の
対
象
と
さ
れ
た
も
の
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
対
象
事
業
」
を
「
事
業
実
施
想
定
区
域
又
は
対
象
事
業
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
隣
接
県
の
知
事
等
と
の
協
議
）

第
四
十
七
条　

知
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
、
配
慮

書
事
業
者
又
は
事
業
者
が
対
象
事
業
等
に
関
し
て
行
う
べ
き
手
続
等
に
つ
い
て
協
議
す
る
も
の
と
す

る
。

一　

事
業
実
施
想
定
区
域
で
本
県
に
属
し
な
い
も
の
が
あ
る
場
合　

当
該
事
業
実
施
想
定
区
域
の
属

す
る
市
町
村
の
長
又
は
当
該
市
町
村
の
属
す
る
県
の
知
事
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を

日
前
に
お
い
て
、
新
条
例
第
七
条
の
二
か
ら
第
七
条
の
七
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
新
条
例
第
七
条

の
二
に
規
定
す
る
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
つ
い
て
の
検
討
そ
の
他
の
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
が
行
わ
れ
た
配
慮
書
対
象
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
手
続
は
、
新
条
例

の
相
当
す
る
規
定
に
よ
り
施
行
日
に
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３　

前
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日
後
に
新
条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
条
例
第
七
条
の

二
に
規
定
す
る
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
つ
い
て
の
検
討
そ
の
他
の
手
続
を
配
慮
書
事
業
者
に
代
わ
る

も
の
と
し
て
行
う
都
市
計
画
決
定
権
者
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
第
一
項
中
「
、
新
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
、
新
条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ

れ
る
新
条
例
」
と
、
「
に
よ
る
新
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
に
よ
る
同
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る

新
条
例
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

福
岡
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
号

　
　
　

福
岡
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

別
表
中

施
行
令
第
七
条

第
一
号
に
掲
げ

る
占
用
物
件
等

旗
ざ
お

祭
礼
、
縁
日
等

に
際
し
、
一
時

的
に
設
け
る
も

の

一
本
に
つ

き
一
日

三
九

一
一

そ
の
他
の
も
の

一
本
に
つ

き
一
月

三
九
〇

一
一
〇

幕
（
施
行
令
第

七
条
第
二
号
に

掲
げ
る
工
事
用

施
設
で
あ
る
も

の
を
除
く
。
）

祭
礼
、
縁
日
等

に
際
し
、
一
時

的
に
設
け
る
も

の

そ
の
面
積

一
平
方
メ

ー
ト
ル
に

つ
き
一
日

三
九

一
一

そ
の
他
の
も
の

そ
の
面
積

一
平
方
メ

ー
ト
ル
に

つ
き
一
月

三
九
〇

一
一
〇

ア
ー
チ

車
道
を
横
断
す

る
も
の

一
基
に
つ

き
一
月

三
、
九
〇
〇

一
、
一
〇
〇

そ
の
他
の
も
の

一
、
九
〇
〇

五
七
〇

施
行
令
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
工
事
用
施
設
及
び

同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
工
事
用
材
料

占
用
面
積

一
平
方
メ

ー
ト
ル
に

つ
き
一
月

一
六
〇

九
八

施
行
令
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
仮
設
建
築
物
及
び

同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
施
設

 

一
二
〇

一
一
〇

施
行
令
第
七
条

第
六
号
に
掲
げ

る
施
設

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路

の
路
面
下
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇

一
四
を
乗
じ

て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇

一
八
を
乗
じ

て
得
た
額

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
一
八
を
乗
じ
て

得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
五
を
乗
じ
て

得
た
額

看
板
（
ア
ー
チ

で
あ
る
も
の
を

除
く
。
）

一
時
的
に
設
け

る
も
の

表
示
面
積

一
平
方
メ

ー
ト
ル
に

つ
き
一
月

三
九
〇

一
一
〇

そ
の
他
の
も
の

表
示
面
積

一
平
方
メ

ー
ト
ル
に

つ
き
一
年

三
、
九
〇
〇

一
、
一
〇
〇

標
識

一
本
に
つ

き
一
年

一
、
一
〇
〇

九
一
〇
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施
行
令
第
七
条

第
七
号
に
掲
げ

る
施
設

建
築
物

占
用
面
積

一
平
方
メ

ー
ト
ル
に

つ
き
一
年

Ａ
に
〇
・
〇

一
四
を
乗
じ

て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇

一
八
を
乗
じ

て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇

一
を
乗
じ
て

得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇

一
三
を
乗
じ

て
得
た
額

施
行
令
第
七
条

第
八
号
に
掲
げ

る
施
設
及
び
自

動
車
駐
車
場

建
築
物

Ａ
に
〇
・
〇
一
八
を
乗
じ
て

得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇

一
を
乗
じ
て

得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇

一
三
を
乗
じ

て
得
た
額

施
行
令
第
七
条

第
九
号
に
掲
げ

る
応
急
仮
設
建

築
物

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路

の
路
面
下
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇

一
四
を
乗
じ

て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇

一
八
を
乗
じ

て
得
た
額

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
一
八
を
乗
じ
て

得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
五
を
乗
じ
て

得
た
額

施
行
令
第
七
条
第
十
号
に
掲
げ
る
器
具

Ａ
に
〇
・
〇
二
五
を
乗
じ
て

得
た
額

施
行
令
第
七
条

第
十
一
号
に
掲

げ
る
施
設

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
自
動
車
専
用

道
路
（
高
架
の
も
の
に
限
る
。
）

の
路
面
下
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇

一
四
を
乗
じ

て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇

一
八
を
乗
じ

て
得
た
額

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
一
八
を
乗
じ
て

得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
五
を
乗
じ
て

得
た
額

施
行
令
第
七
条

第
一
号
に
掲
げ

る
占
用
物
件
等

看
板
（
ア
ー
チ

で
あ
る
も
の
を

除
く
。
）

一
時
的
に
設
け

る
も
の

表
示
面
積

一
平
方
メ

ー
ト
ル
に

つ
き
一
月

三
九
〇

一
一
〇

そ
の
他
の
も
の

表
示
面
積

一
平
方
メ

ー
ト
ル
に

つ
き
一
年

三
、
九
〇
〇

一
、
一
〇
〇

標
識

一
本
に
つ

き
一
年

一
、
一
〇
〇

九
一
〇

旗
ざ
お

祭
礼
、
縁
日
等

に
際
し
、
一
時

的
に
設
け
る
も

の

一
本
に
つ

き
一
日

三
九

一
一

そ
の
他
の
も
の

一
本
に
つ

き
一
月

三
九
〇

一
一
〇

幕
（
施
行
令
第

七
条
第
四
号
に

掲
げ
る
工
事
用

施
設
で
あ
る
も

の
を
除
く
。
）

祭
礼
、
縁
日
等

に
際
し
、
一
時

的
に
設
け
る
も

の

そ
の
面
積

一
平
方
メ

ー
ト
ル
に

つ
き
一
日

三
九

一
一

そ
の
他
の
も
の

そ
の
面
積

一
平
方
メ

ー
ト
ル
に

つ
き
一
月

三
九
〇

一
一
〇

ア
ー
チ

車
道
を
横
断
す

る
も
の

一
基
に
つ

き
一
月

三
、
九
〇
〇

一
、
一
〇
〇

そ
の
他
の
も
の

一
、
九
〇
〇

五
七
〇
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改
め
、
同
表
備
考
第
七
号
中
「
第
七
条
第
六
号
」
を
「
第
七
条
第
八
号
」
に
、
「
同
条
第
十
一
号
」
を

「
同
条
第
十
三
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

　

福
岡
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
基
金
条
例
（
平
成
十
年
福
岡
県
条
例
第
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

げ
る
応
急
仮
設

建
築
物

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
一
八
を
乗
じ
て

得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
五
を
乗
じ
て

得
た
額

施
行
令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
器
具

Ａ
に
〇
・
〇
二
五
を
乗
じ
て

得
た
額

施
行
令
第
七
条

第
十
三
号
に
掲

げ
る
施
設

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
自
動
車
専
用

道
路
（
高
架
の
も
の
に
限
る
。
）

の
路
面
下
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇

一
四
を
乗
じ

て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇

一
八
を
乗
じ

て
得
た
額

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
一
八
を
乗
じ
て

得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
五
を
乗
じ
て

得
た
額

施
行
令
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
工
作
物

占
用
面
積

一
平
方
メ

ー
ト
ル
に

つ
き
一
年

一
、
二
〇
〇

一
、
一
〇
〇

施
行
令
第
七
条
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設

Ａ
に
〇
・
〇
二
五
を
乗
じ
て

得
た
額

施
行
令
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
工
事
用
施
設
及
び

同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
工
事
用
材
料

占
用
面
積

一
平
方
メ

ー
ト
ル
に

つ
き
一
月

一
六
〇

九
八

施
行
令
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
仮
設
建
築
物
及
び

同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
施
設

一
二
〇

一
一
〇

施
行
令
第
七
条

第
八
号
に
掲
げ

る
施
設

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路

の
路
面
下
に
設
け
る
も
の

占
用
面
積

一
平
方
メ

ー
ト
ル
に

つ
き
一
年

Ａ
に
〇
・
〇

一
四
を
乗
じ

て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇

一
八
を
乗
じ

て
得
た
額

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
一
八
を
乗
じ
て

得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
五
を
乗
じ
て

得
た
額

施
行
令
第
七
条

第
九
号
に
掲
げ

る
施
設

建
築
物

Ａ
に
〇
・
〇

一
四
を
乗
じ

て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇

一
八
を
乗
じ

て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇

一
を
乗
じ
て

得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇

一
三
を
乗
じ

て
得
た
額

施
行
令
第
七
条

第
十
号
に
掲
げ

る
施
設
及
び
自

動
車
駐
車
場

建
築
物

Ａ
に
〇
・
〇
一
八
を
乗
じ
て

得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇

一
を
乗
じ
て

得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇

一
三
を
乗
じ

て
得
た
額

施
行
令
第
七
条

第
十
一
号
に
掲

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路

の
路
面
下
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇

一
四
を
乗
じ

て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇

一
八
を
乗
じ

て
得
た
額
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第
一
条　

福
岡
県
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
第
一
項
の
表
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
職
員
の
項
中
「
五
、
六
九
二
人

」
を
「
五
、
六
四
三
人
」
に
、
「
三
〇
三
人
」
を
「
二
九
三
人
」
に
、
「
六
、
四
五
四
人
」
を
「
六

、
三
九
五
人
」
に
改
め
、
同
表
特
別
支
援
学
校
の
職
員
の
項
中
「
一
、
五
六
八
人
」
を
「
一
、
六
一

二
人
」
に
、
「
五
人
」
を
「
三
人
」
に
、
「
五
八
人
」
を
「
五
一
人
」
に
、
「
一
、
六
九
三
人
」
を

「
一
、
七
二
八
人
」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
第
一
項
の
表
小
学
校
及
び
中
学
校
の
職
員
の
項
中
「
二
三
、
一
七
六
人
」
を
「
二
三
、
一

七
四
人
」
に
、
「
一
、
一
五
四
人
」
を
「
一
、
一
五
〇
人
」
に
、
「
三
八
〇
人
」
を
「
三
八
六
人
」

に
、
「
一
、
三
四
二
人
」
を
「
一
、
三
五
五
人
」
に
、
「
二
六
、
〇
五
二
人
」
を
「
二
六
、
〇
六
五

人
」
に
改
め
、
同
表
特
別
支
援
学
校
の
職
員
の
項
中
「
一
、
四
一
四
人
」
を
「
一
、
四
二
五
人
」
に

、
「
一
、
五
四
六
人
」
を
「
一
、
五
五
七
人
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
警
察
の
組
織
及
び
定
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
四
号

　
　
　

福
岡
県
警
察
の
組
織
及
び
定
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
警
察
の
組
織
及
び
定
員
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一　

警
察
官 

一
〇
、
九
六
五
人

　
　
　
　

警
視 

二
七
四
人

　
　
　
　

警
部  

六
四
七
人

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
二
号

　
　
　

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
次
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項

中
「
（
次
項
に
お
い
て
「
単
身
赴
任
手
当
受
給
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
二
項

と
し
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
又
は
第
二
項
」
及
び
「
第
三
項
又
は
」
を
削
り
、
同

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
前
各
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項

と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
前
の

給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
三
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
前
の
給
与

条
例
第
十
三
条
の
三
第
二
項
中
「
四
千
五
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
三
千
円
」
と
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二

十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
千
五
百
円
」
と
す
る
。

　

福
岡
県
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
及
び
福
岡
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
及
び
福
岡
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部　
　
　

を
改
正
す
る
条
例

　

（
福
岡
県
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
）
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月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
前
の
給
与
条
例

第
十
二
条
の
三
第
二
項
中
「
四
千
五
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二

十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
三
千
円
」
と
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
千
五
百
円
」
と
す
る
。

　

（
研
究
職
給
料
表
の
経
過
的
特
例
）

３　

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
改
正
前
の
給
与
条

例
別
表
第
五
ホ
研
究
職
給
料
表
級
別
標
準
職
務
表
五
級
の
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
適
用
を
受
け
て

い
た
職
員
の
う
ち
、
標
準
職
務
（
第
六
条
第
二
項
の
標
準
的
な
職
務
を
い
う
。
）
の
見
直
し
に
伴
い

切
替
日
に
お
い
て
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「

改
正
後
の
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
五
ホ
研
究
職
給
料
表
級
別
標
準
職
務
表
四
級
の
項
第
一

号
に
規
定
す
る
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
試
験
研
究
機
関
の
長
と
同
程
度
の
も
の
と
し

て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
職
員
又
は
同
項
第
三
号
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
と
な
る
職
員
に
切
替
日
以
降
適
用
す
る
給
料
表
は
、
改
正
後
の
給
与
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
別
表
研
究
職
特
例
給
料
表
と
す
る
。

４　

前
項
の
規
定
に
よ
り
附
則
別
表
研
究
職
特
例
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
附
則
第
三

項
適
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
切
替
日
に
お
け
る
職
務
の
級
は
、
改
正
後
の
給
与
条
例
第
六
条
第
二

項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
別
表
研
究
職
特
例
給
料
表
に
掲
げ
る
特
四
級
と
し
、

附
則
第
三
項
適
用
職
員
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給
は
、
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
附
則
第
三
項
適
用

職
員
が
受
け
て
い
た
号
給
と
同
じ
額
の
号
給
と
す
る
。

５　

切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
附
則
第
三
項
適
用
職
員
と
同
一
の
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ

の
専
門
性
及
び
知
識
経
験
が
附
則
第
三
項
適
用
職
員
と
同
程
度
と
警
察
本
部
長
が
認
め
る
場
合
は
、

そ
の
認
め
る
日
以
降
適
用
す
る
給
料
表
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
給
与
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
別
表
研
究
職
特
例
給
料
表
と
す
る
。

６　

前
項
の
規
定
に
よ
り
附
則
別
表
研
究
職
特
例
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
そ
の
適
用
を
受
け

る
日
に
お
け
る
職
務
の
級
は
、
改
正
後
の
給
与
条
例
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
附
則
別
表
研
究
職
特
例
給
料
表
に
掲
げ
る
特
四
級
と
し
、
当
該
職
員
の
当
該
日
に
お
け
る
号

給
は
、
当
該
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
職
員
が
受
け
て
い
た
号
給
と
同
じ
額
の
号
給
（
同
じ
額
の
号

給
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
額
の
直
近
上
位
の
額
の
号
給
）
と
す
る
。

７　

切
替
日
以
降
に
新
た
に
改
正
後
の
給
与
条
例
別
表
第
四
研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と

　
　
　
　

警
部
補
及
び
巡
査
部
長 

六
、
五
九
〇
人

　
　
　
　
　
　
　

警
察
教
養
施
設
に
お
い
て
新
任
者
と
し
て

　
　
　
　

巡
査 

三
、
四
五
四
人

　
　
　
　
　
　
　

教
育
訓
練
中
の
者
を
含
む
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
五
号

　
　
　

福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
次
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項

中
「
（
次
項
に
お
い
て
「
単
身
赴
任
手
当
受
給
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
二
項

と
し
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
又
は
第
二
項
」
及
び
「
第
三
項
又
は
」
を
削
り
、
同

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
前
各
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項

と
す
る
。

　

別
表
第
五
ホ
研
究
職
給
料
表
級
別
標
準
職
務
表
五
級
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則　

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
住
居
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
前
の
給
与

条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
三
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
三

{

{

５
　

　
級

困
難

な
業

務
を

処
理

す
る

試
験

研
究

機
関

の
長

の
職

務
又

は
職

務
の

複
雑

、
困

難
及

び
責

任
の

度
が

こ
れ

と
同

程
度

の
も

の
と

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
職

の
職

務
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な
っ
た
職
員
の
う
ち
、
異
動
又
は
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
附
則
第
三
項
適
用
職
員
又
は
附
則
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
附
則
別
表
研
究
職
特
例
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ

る
と
警
察
本
部
長
が
認
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　

（
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）

８　

附
則
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は

、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。



第３４８３号 増刊①福 岡 県 公 報平成 25 年３月 29 日　金曜日 22

職務
の級 特４級

号　給 給料月額

円
1 444,300
2 444,600
3 445,400
4 446,200

5 446,900
6 447,600
7 448,300
8 449,000

9 449,500
10 450,200
11 450,900
12 451,600

13 452,100
14 452,800
15 453,500
16 454,200

17 454,700
18 455,300
19 455,900
20 456,500

21 457,100
22 457,800
23 458,400
24 459,000

25 459,600
26 460,300
27 461,000
28 461,700

29 462,200
30 462,900
31 463,500
32 464,100

33 464,700
34 465,400
35 466,000
36 466,600

37 467,200
38 467,900
39 468,600
40 469,300

41 469,800
42 470,500
43 471,200

附則別表（附則第３項、附則第５項関係）研究職特例給料表
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44 471,900

45 472,400
46 473,100
47 473,800
48 474,500

49 475,000
50 475,600
51 476,200
52 476,800

53 477,300
54 478,000
55 478,600
56 479,200

57 479,800
58 480,500
59 481,100
60 481,700

61 482,300
62 483,000
63 483,600
64 484,200

65 484,800
66 485,500
67 486,100
68 486,700

69 487,300
70 488,000
71 488,600
72 489,200

73 489,800
74 490,500
75 491,100
76 491,700

77 492,300
78 493,000
79 493,600
80 494,200

81 494,800
82 495,400
83 496,000
84 496,600

85 497,200
86 497,800
87 498,400
88 499,000

89 499,500
90 500,100
91 500,700
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92 501,300

93 501,800
94 502,400
95 503,000
96 503,600

97 504,100
98 504,600
99 505,100
100 505,600

101 506,100
102 506,500
103 506,900
104 507,300

105 507,700
106 508,100
107 508,500
108 508,900

109 509,300
110 509,700
111 510,100
112 510,500

113 510,900
114 511,400
115 511,800
116 512,200

117 512,600
118 513,000
119 513,400
120 513,800

121 514,100
122 514,500
123 514,900
124 515,300

125 515,500
126 515,900
127 516,300
128 516,700

129 517,000
130 517,400
131 517,700
132 518,000

133 518,300
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第
二
条
第
二
項
の
表
一
〇
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

福
岡
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
の
表
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

風
俗
営
業
許

可
申
請
手
数
料

㈠　

ぱ
ち
ん
こ
屋
又
は

風
俗
営
業
等
の
規
制

及
び
業
務
の
適
正
化

等
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
昭
和
五
十
九

年
政
令
第
三
百
十
九

号
）
第
七
条
に
規
定

す
る
営
業
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
ぱ

ち
ん
こ
屋
等
営
業
」

と
い
う
。
）
に
つ
い

て
風
俗
営
業
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
場

合
で
営
業
所
に
設
置

す
る
遊
技
機
に
風
営

適
正
化
法
第
二
十
条

第
二
項
の
認
定
（
以

下
こ
の
条
及
び
次
条

に
お
い
て
単
に
「
認

定
」
と
い
う
。
）
を

受
け
た
遊
技
機
以
外

の
遊
技
機
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
未

認
定
遊
技
機
」
と
い

う
。
）
が
な
い
と
き

。

１　

三
月
以
内
の
期

間
を
限
っ
て
営
む

営
業

一
五
、
〇
〇
〇
円

２　

１
に
掲
げ
る
営

業
以
外
の
営
業

二
五
、
〇
〇
〇
円

㈡　

ぱ
ち
ん
こ
屋
等
営
業
に
つ
い
て
風
俗
営
業
許

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
で
営
業
所
に
設
置

す
る
遊
技
機
に
未
認
定
遊
技
機
が
あ
る
と
き
。

㈠
の
１
又
は
２
に
定
め
る

額
に
、
二
、
八
〇
〇
円
（

風
営
適
正
化
法
第
二
十
条

第
四
項
の
検
定
（
以
下
こ

の
条
か
ら
第
四
条
ま
で
に

お
い
て
単
に
「
検
定
」
と

い
う
。
）
を
受
け
た
型
式

に
属
す
る
未
認
定
遊
技
機

以
外
の
未
認
定
遊
技
機
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

特
定
未
認
定
遊
技
機
」
と

い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
五
、
六
〇
〇

円
に
当
該
特
定
未
認
定
遊

技
機
が
属
す
る
型
式
の
数

を
二
、
四
〇
〇
円
に
乗
じ

て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

）
を
加
算
し
た
額
に
、
未

認
定
遊
技
機
一
台
ご
と
に

四
〇
円
（
特
定
未
認
定
遊

技
機
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
次
条
第
二
項
の
表

の
三
の
項
の
手
数
料
の
額

の
欄
に
定
め
る
額
か
ら

八
、
〇
〇
〇
円
を
減
じ
た

額
）
を
加
算
し
た
額

㈢　

ぱ
ち
ん
こ
屋
等
営

業
以
外
の
風
俗
営
業

に
つ
い
て
風
俗
営
業

許
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合

１　

三
月
以
内
の
期

間
を
限
っ
て
営
む

営
業

一
四
、
〇
〇
〇
円

２　

１
に
掲
げ
る
営

業
以
外
の
営
業

二
四
、
〇
〇
〇
円
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、
「
一
、
一
四
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、
一
二
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
七
四
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
三
三
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
八
一
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、
六
二
一
、
〇
〇
〇
円
」
に
、

「
三
九
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
七
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
九
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、

一
四
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
三
四
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
八
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
九

二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、
一
四
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
三
四
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
八
一
、
〇

〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
二
項
の
表
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
二
項
の
表
二
の
項
中
「
六
二
、
三
〇
〇
円
」
を
「
六
八
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
五
、
三

〇
〇
円
」
を
「
三
〇
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
及
び
四
の
項
中
「
三
一
、
三
〇
〇
円
」
を

「
四
二
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
八
〇
〇
円
」
を
「
二
六
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項

中
「
二
五
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
六
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一
九
、
一
〇
〇
円

」
に
改
め
、
同
表
備
考
中
「
同
時
に
」
の
下
に
「
当
該
遊
技
機
試
験
に
係
る
遊
技
機
と
同
一
の
型
式
に

属
す
る
」
を
加
え
、
「
二
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
二
項
の
表
一
の
項
中
「
一
、
五
二
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
、
四
四
二
、
〇
〇
〇
円
」
に

、
「
二
九
〇
、
二
〇
〇
円
」
を
「
四
四
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
三
五
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一

、
一
三
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
八
、
二
〇
〇
円
」
を
「
三
四
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

二
の
項
中
「
一
、
八
一
〇
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
、
六
二
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
三
九
三
、
二
〇
〇

円
」
を
「
四
八
六
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
一
、
一
八
七
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
、

一
五
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
三
四
三
、
二
〇
〇
円
」
を
「
四
八
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
四

　　　　

第
二
条
第
二
項
の
表
備
考
一
中
「
九
、
三
〇
〇
円
」
を
「
八
、
六
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
備
考
二

中
「
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
六
、
八
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
二
項
の
表
一
の
項
中
「
二
、
七
〇
〇
円
」
を
「
二
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項

中
「
二
、
七
二
〇
円
」
を
「
四
、
三
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
三
一
、
七
〇
〇
円
」
を
「

三
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
二
四
、
七
〇
〇
円
」

を
「
二
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
五
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
五
九
、
七
〇
〇

円
」
を
「
五
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
四
、
七
〇
〇
円
」
を
「
二
三
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
三
〇
、

七
〇
〇
円
」
を
「
三
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「

三
、
六
八
〇
円
」
を
「
一
二
、
六
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
備
考
中
「
同
時
に
」
の
下
に
「
当
該
認
定

に
係
る
遊
技
機
と
同
一
の
型
式
に
属
す
る
」
を
加
え
、
「
そ
れ
ぞ
れ
手
数
料
の
額
の
欄
に
定
め
る
額
か

ら
二
、
七
〇
〇
円
」
を
「
手
数
料
の
額
の
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
の
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
零

円
と
し
、
二
の
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
四
〇
円
と
し
、
三
の
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の

手
数
料
の
額
の
欄
に
定
め
る
額
か
ら
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
二
項
の
表
一
の
項
中
「
六
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項

中
「
一
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
六
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
一
、
五
三
〇
、
〇
〇
〇

円
」
を
「
一
、
四
三
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
九
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
三
八
、
〇
〇
〇
円
」
に

一
〇　

遊
技
機
変

更
承
認
申
請
手

数
料

㈠　

変
更
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
遊
技
機
に

未
認
定
遊
技
機
が
な
い
場
合

二
、
四
〇
〇
円

㈡　

変
更
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
遊
技
機
に

未
認
定
遊
技
機
が
あ
る
場
合

五
、
二
〇
〇
円
（
特
定
未

認
定
遊
技
機
が
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
八
、
〇
〇

〇
円
に
当
該
特
定
未
認
定

遊
技
機
が
属
す
る
型
式
の

数
を
二
、
四
〇
〇
円
に
乗

じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た

額
）
に
、
未
認
定
遊
技
機

一
台
ご
と
に
四
〇
円
（
特

定
未
認
定
遊
技
機
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
条
第

二
項
の
表
の
三
の
項
の
手

数
料
の
額
の
欄
に
定
め
る

額
か
ら
八
、
〇
〇
〇
円
を

減
じ
た
額
）
を
加
算
し
た

額

一　

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機
に
つ
い
て

遊
技
機
試
験
を

受
け
よ
う
と
す

る
場
合

㈠　

特
定
装
置
が
設
け

ら
れ
て
い
る
も
の
（

当
該
特
定
装
置
を
連

続
し
て
作
動
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
も
の

に
限
る
。
）

１　

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ

セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵

す
る
も
の

四
三
、
三
〇
〇
円

２　

１
に
掲
げ
る
も

の
以
外
の
も
の

二
三
、
一
〇
〇
円

㈡　

特
定
装
置
が
設
け

ら
れ
て
い
る
も
の
（

㈠
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

１　

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ

セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵

す
る
も
の

三
六
、
三
〇
〇
円

２　

１
に
掲
げ
る
も

の
以
外
の
も
の

二
三
、
〇
〇
〇
円

㈢　

㈠
又
は
㈡
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

二
一
、
〇
〇
〇
円
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又
は
維
持
す
る
目
的
で
、
特
定
接
客
業
者
で
あ
っ
て
暴
力
団
排
除
特
別
強
化
地
域
に
営
業
所
を
置
く

も
の
若
し
く
は
第
十
七
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業

者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
行

為
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為
を
す
る
に
当
た
り
、
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
又
は
暴
力
団
と
関
係
を
有

す
る
こ
と
を
告
げ
、
又
は
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
言
動
を
行
う
場
合
に
限
る
。

　

一　

そ
れ
ら
の
者
の
事
業
所
又
は
居
宅
に
立
ち
入
る
こ
と
。

　

二　

文
書
を
送
付
し
、
電
話
を
か
け
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
し
、
又
は
電
子
メ
ー
ル

（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第

二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。
）
を
送
信
す
る
こ
と
。

　

三　

面
会
そ
の
他
の
義
務
の
な
い
こ
と
を
行
う
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
。

　

四　

つ
き
ま
と
い
、
又
は
そ
れ
ら
の
者
の
事
業
所
若
し
く
は
居
宅
の
付
近
を
う
ろ
つ
く
こ
と
。

２　

暴
力
団
員
は
、
そ
の
配
下
暴
力
団
員
に
対
し
て
前
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
命

じ
、
又
は
そ
の
配
下
暴
力
団
員
が
同
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
助
長
す
る
行
為
を

し
て
は
な
ら
な
い
。

３　

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
暴
力
団
員
は
、
他
の
暴
力
団
員
に
対
し
て
第
一
項
の
規
定
に
違

反
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
依
頼
し
、
若
し
く
は
唆
し
、
又
は
他
の
暴
力
団
員
が
同
項
の
規
定
に
違

反
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
助
け
て
は
な
ら
な
い
。

４　

公
安
委
員
会
は
、
暴
力
団
員
が
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
と
き
は
、
公
安
委
員
会

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
暴
力
団
員
に
対
し
、
当
該
行
為
を
中
止
す
る
こ
と
を
命
じ
、

又
は
当
該
行
為
が
中
止
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

５　

公
安
委
員
会
は
、
暴
力
団
員
が
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

暴
力
団
員
が
更
に
反
復
し
て
同
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
暴
力
団
員
に
対
し
、
一
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
同
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

６　

公
安
委
員
会
は
、
暴
力
団
員
が
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
暴
力
団
員
が
更
に
反
復
し
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
暴
力
団
員
に
対
し
、
一
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
配
下
暴
力
団
員
に
対
し
て
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す

の
項
中
「
一
、
一
八
六
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
、
一
五
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
三
四
二
、
二
〇
〇
円

」
を
「
四
八
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
暴
力
団
排
除
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
暴
力
団
排
除
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

目
次
中

「
第
六
章　

不
動
産
の
譲
渡
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
講
ず
べ
き
措
置
等
（
第
十
九
条

　
　
　
　
　

・
第
二
十
条
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」 

を　
　
　
　

「
第
六
章　

不
動
産
の
譲
渡
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
講
ず
べ
き
措
置
等
（
第
十
九
条

　
　
　
　
　

・
第
二
十
条
） 

に
改
め
る
。

　

第
六
章
の
二　

特
定
の
事
業
者
に
対
す
る
暴
力
団
の
不
当
な
影
響
を
排
除
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　

の
措
置
（
第
二
十
条
の
二
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

第
十
二
条
の
二
第
二
項
中
「
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条

件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保

護
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
暴
力
団
員
を
い
う
」
の
下
に
「
。
第
二
十
条
の
二
第
二
項
及
び
第
六
項

に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

　

第
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
七
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
二
十
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。

　

第
六
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

　
　
　

第
六
章
の
二　

特
定
の
事
業
者
に
対
す
る
暴
力
団
の
不
当
な
影
響
を
排
除
す
る
た
め
の
措
置

第
二
十
条
の
二　

暴
力
団
員
は
、
自
己
の
所
属
す
る
暴
力
団
の
暴
力
団
員
の
縄
張
（
暴
力
団
員
に
よ
る

不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
四
号
に
規
定
す
る
縄
張
を
い
う
。
）
を
設
定
し
、
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所
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
、
公
安
委
員
会
は
、
そ
の
送
達
に
代
え
て
公
示
送
達
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３　

公
示
送
達
は
、
送
達
す
べ
き
書
類
の
名
称
、
そ
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
公
安
委
員

会
が
そ
の
書
類
を
い
つ
で
も
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
交
付
す
る
旨
を
公
安
委
員
会
の
掲
示
板
に
掲

示
し
て
行
う
。

４　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
掲
示
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
書
類

の
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

　

第
二
十
五
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。

　

一　

第
十
三
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

　

二　

第
二
十
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

　

別
表
第
一
第
二
号
中
「
第
百
七
十
五
条
」
を
「
第
百
七
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
、
若
し
く
は

販
売
し
」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則　

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
の
二
第
二
項
及
び

別
表
第
一
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

る
行
為
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
若
し
く
は
そ
の
配
下
暴
力
団
員
が
同
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行

為
を
す
る
こ
と
を
助
長
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
又
は
他
の
暴
力
団

員
に
対
し
て
同
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
依
頼
し
、
若
し
く
は
唆
す
こ
と
若
し
く

は
他
の
暴
力
団
員
が
同
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
助
け
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

に
必
要
な
事
項
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

７　

公
安
委
員
会
は
、
暴
力
団
員
が
そ
の
所
属
す
る
暴
力
団
の
た
め
に
す
る
行
為
と
し
て
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
暴
力
団
の
暴
力
団
員
が
更
に

反
復
し
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
安
委
員

会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
暴
力
団
を
代
表
す
る
者
又
は
そ
の
運
営
を
支
配
す
る
地
位

に
あ
る
者
に
対
し
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当
該
暴
力
団
の
暴
力
団
員
が
こ

れ
ら
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
前
条
第
二
項
」
を
「
、
第
二
十
条
第
二
項
若
し
く
は
前
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
、
「
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
」
を
「
、
第
十
四

条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
若
し
く
は
前
条
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
第
十
三
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
加
え
、
「
若

し
く
は
第
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

若
し
く
は
前
条
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
及
び
第
五
項
中
「
又
は
第
十
四
条
の
二
第
六
項
」
を
「
、
第
十
四
条
の
二

第
六
項
又
は
第
二
十
条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
四
第
二
項
中
「
又
は
第
十
四
条
の
二
第
五
項
」
を
「
、
第
十
四
条
の
二
第
五
項
又
は

第
二
十
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三
条
の
五
と
す
る
。

　

第
二
十
三
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
命
令
に
係
る
書
類
の
送
達
）

第
二
十
三
条
の
四
　
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
を
送
達
し

て
行
う
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第
十
四
条
の
二
第
五
項
又
は
第
二
十
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
は
、
緊
急
を
要
す
る
た
め
当
該
書
類
を
送
達
す
る
い
と
ま
が
な
い
と

き
は
、
口
頭
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
送
達
す
べ
き
書
類
に
つ
い
て
、
そ
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
及
び
居


